
社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 相 談 支 援 事 業 所  

ひ ま わ り 運 営 規 程  

（ 事 業 の 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 真 岡 市 社 会 福 祉 協 議 会 （ 以 下

「 本 会 」 と い う 。 ） が 設 置 す る 相 談 支 援 事 業 所 ひ ま わ り （ 以 下

「 事 業 所 」 と い う 。 ） が 実 施 す る 特 定 相 談 支 援 事 業 及 び 障 害 児

相 談 支 援 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） に 必 要 な 人 員 及 び 運 営

に 関 す る 事 項 を 定 め 、 事 業 所 の 適 正 か つ 円 滑 な 運 営 管 理 を 図 る

と と も に 、 障 害 者 、 障 害 児 及 び そ の 保 護 者 （ 以 下 「 利 用 者 等 」

と い う 。 ） に 適 切 な 指 定 計 画 相 談 支 援 及 び 指 定 障 害 児 相 談 支 援

（ 以 下 「 相 談 支 援 」 と い う 。 ） を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 運 営 の 方 針 ）  

第 ２ 条  事 業 所 は 、 利 用 者 等 が そ の 有 す る 能 力 及 び 適 性 に 応 じ 、

自 立 し た 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 利 用

者 等 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 に 応 じ て 、 利 用 者

等 の 選 択 に 基 づ き 、 適 切 な 保 健 、 医 療 、 福 祉 、 就 労 支 援 、 教 育

等 の サ ー ビ ス （ 以 下 「 福 祉 サ ー ビ ス 等 」 と い う 。 ） が 、 栃 木 県 、

所 管 の 市 町 (以 下 、 「 関 係 機 関 」 と い う 。 )及 び 地 域 の 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 事 業 者 か ら 、 総 合 的 か つ 効 率 的 に 提 供 さ れ る よ う 配 慮

し て 、 事 業 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 利 用 者 等 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し 、

常 に 利 用 者 等 の 立 場 に 立 っ て 、 利 用 者 等 に 提 供 さ れ る 福 祉 サ ー

ビ ス 等 が 特 定 の 種 類 又 は 特 定 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 に 不 当

に 偏 る こ と の な い よ う 、 公 正 中 立 に 行 う も の と す る 。  



３  前 ２ 項 の ほ か 、 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に

支 援 す る た め の 法 律 」 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下 「 法

」 と い う 。 ） 、 「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支

援 す る た め の 法 律 に 基 づ く 指 定 計 画 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び

運 営 に 関 す る 基 準 」 （ 平 成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 ２ ８ 号 ） 及 び

「 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 相 談 支 援 の 事 業 の 人 員 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 」 （ 平 成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ５ 号 ） に 定 め

る 内 容 の ほ か 関 係 法 令 等 を 遵 守 し 、 事 業 を 実 施 す る も の と す る 。  

（ 事 業 所 の 名 称 等 ）  

第 ３ 条  事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  名 称  相 談 支 援 事 業 所 ひ ま わ り  

( 2 )  所 在 地  真 岡 市 下 籠 谷 ４ ４ １ ２ 番 地 １  

（ 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 ）  

第 ４ 条  事 業 所 に お け る 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 の 内 容 は 、 次

の と お り と す る 。  

( 1 )  管 理 者  １ 名  

管 理 者 は 、 職 員 の 管 理 、 相 談 支 援 の 利 用 の 申 込 み に 係 る 調

整 、 業 務 の 実 施 状 況 の 把 握 そ の 他 の 管 理 を 一 元 的 に 行 う と と

も に 、 法 令 等 に お い て 規 定 さ れ て い る 相 談 支 援 の 提 供 に 関 し 、

事 業 所 の 職 員 に 対 し 遵 守 さ せ る た め 必 要 な 指 揮 命 令 を 行 う 。  

( 2 )  相 談 支 援 専 門 員  １ 名 以 上  

相 談 支 援 専 門 員 は 、 利 用 者 等 の 日 常 生 活 全 般 に 関 す る 相 談 、

サ ー ビ ス 利 用 計 画 又 は 障 害 児 支 援 利 用 計 画 の 作 成 及 び 評 価 、

継 続 的 な モ ニ タ リ ン グ 等 を 行 い 、 適 切 な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の



利 用 が 行 わ れ る よ う に す る 。  

（ 営 業 日 及 び 営 業 時 間 等 ）  

第 ５ 条  事 業 所 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間 等 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  営 業 日  月 曜 日 か ら 金 曜 日 と す る 。 た だ し 、 国 民 の 祝 日 に

関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日 及

び １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。  

( 2 )  営 業 時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で と す る 。  

( 3 )  サ ー ビ ス 提 供 日  月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で と す る 。  

( 4 )  サ ー ビ ス 提 供 時 間  午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま

で と す る 。  

２  会 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 前 項 に 定 め る 営 業 日 又 は 営 業 時

間 等 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

（ 相 談 支 援 を 提 供 す る 主 た る 対 象 者 ）  

第 ６ 条  事 業 所 に お い て 相 談 支 援 を 提 供 す る 主 た る 対 象 者 は 、 次

の と お り と す る 。  

( 1 )  障 害 児  

( 2 )  知 的 障 害 者  

( 3 )  身 体 障 害 者  

( 4 )  精 神 障 害 者 （ 発 達 障 害 者 に 限 る 。 ）  

（ 相 談 支 援 の 提 供 方 法 及 び 内 容 ）  

第 ７ 条  事 業 所 で 行 う 相 談 支 援 の 内 容 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  日 常 生 活 全 般 に 関 す る 相 談  

( 2 )  地 域 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 情 報 提 供   

( 3 )  サ ー ビ ス 利 用 計 画 又 は 障 害 児 支 援 利 用 計 画 （ 以 下 「 サ ー ビ



ス 等 利 用 計 画 」 と い う 。 ） の 作 成 及 び 評 価  

( 4 )  訪 問 等 に よ る 継 続 的 な モ ニ タ リ ン グ  

( 5 )  前 ４ 号 に 附 帯 す る そ の 他 必 要 な 支 援 、 相 談 、 助 言 等  

（ 利 用 者 等 か ら 受 領 す る 費 用 の 額 等 ）  

第 ８ 条  事 業 所 は 、 法 定 代 理 受 領 を 行 わ な い 相 談 支 援 を 提 供 し た

と き は 、 利 用 者 等 か ら 計 画 相 談 支 援 給 付 費 又 は 障 害 児 相 談 支 援

給 付 費 の 額 の 支 払 を 受 け る も の と す る 。  

２  事 業 所 は 、 次 条 に 規 定 す る 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 を 越 え て 相

談 支 援 を 提 供 し た と き は 、 そ れ に 要 し た 交 通 費 の 支 払 を 利 用 者

等 か ら 受 け る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 交 通 費 は 、 公 共 交 通 機 関 等 を 利 用 し た 場 合 は そ の 実 費

と し 、 事 業 所 の 自 動 車 を 使 用 し た 場 合 は 、 次 の 額 と す る 。  

( 1 )  実 施 地 域 を 越 え た 地 点 か ら 、 片 道 お お む ね １ ０ キ ロ メ ー ト

ル 未 満  ３ ０ ０ 円  

( 2 )  実 施 地 域 を 越 え た 地 点 か ら 、 片 道 お お む ね １ ０ キ ロ メ ー ト

ル 以 上  ５ ０ ０ 円  

４  第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 費 用 の 支 払 を 受 け た と き は 、 当 該 費

用 を 支 払 っ た 利 用 者 等 に 対 し 、 当 該 費 用 に 係 る 領 収 証 を 交 付 す

る も の と す る 。  

５  第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 費 用 の 額 に 係 る 相 談 支 援 の 提 供 に 当 た っ

て は 、 あ ら か じ め 、 利 用 者 等 に 対 し 、 当 該 相 談 支 援 の 内 容 及 び

費 用 に つ い て 説 明 を 行 い 、 利 用 者 等 の 同 意 を 得 る も の と す る 。  

（ 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 ）  

第 ９ 条  事 業 所 の 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 は 、 真 岡 市 、 益 子 町 、 茂



木 町 、 市 貝 町 及 び 芳 賀 町 の 区 域 と す る 。  

（ 緊 急 時 及 び 事 故 発 生 時 等 に お け る 対 応 方 法 ）  

第 １ ０ 条  事 業 所 は 、 利 用 者 等 に 対 す る 相 談 支 援 の 提 供 に よ り 事

故 が 発 生 し た と き は 、 関 係 機 関 、 利 用 者 等 及 び そ の 家 族 に 連 絡

す る と と も に 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

（ 苦 情 解 決 ）  

第 １ １ 条  事 業 所 は 、 提 供 し た 相 談 支 援 に 関 す る 利 用 者 等 か ら の

苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め 、 苦 情 を 受 け 付 け る 窓 口 を

設 置 す る も の と す る 。  

２  事 業 所 は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ８ ３ 条

に 規 定 す る 運 営 適 正 化 委 員 会 が 同 法 第 ８ ５ 条 の 規 定 に よ り 行 う

調 査 又 は あ っ せ ん に 協 力 す る も の と す る 。  

（ 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 ）  

第 １ ２ 条  事 業 所 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 内 容

は 、 次 に 掲 げ る 各 号 の と お り と し 、 効 果 的 な 対 策 を 図 る た め 、

虐 待 防 止 責 任 者 に 管 理 者 を 充 て 、 虐 待 の 未 然 の 防 止 に 努 め る も

の と す る 。  

( 1 )  虐 待 防 止 責 任 者 は 、 虐 待 を 未 然 に 防 止 す る た め 、 職 員 の 人

権 意 識 、 知 識 や 技 術 の 向 上 の た め 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と

す る 。  

( 2 )  事 業 所 は 、 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 苦 情 解 決 の 体 制 に よ り 、 虐

待 防 止 の た め の 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

( 3 )  事 業 所 は 、 虐 待 の 事 実 を 発 見 し た と き は 、 関 係 機 関 に 速 や

か に 通 報 す る と と も に 、 関 係 機 関 と 連 携 し 、 虐 待 を 受 け た 利



用 者 等 及 び そ の 家 族 へ の 支 援 を 行 い 、 再 発 防 止 の 措 置 を 講 じ

る も の と す る 。  

（ そ の 他 運 営 に 関 す る 留 意 事 項 ）  

第 １ ３ 条  事 業 所 は 、 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 、 次 の 研 修 を 実

施 す る も の と す る 。  

( 1 )  採 用 時 研 修  

( 2 )  継 続 研 修  

( 3 )  そ の 他 必 要 と す る 研 修  

２  職 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 利 用 者 等 及 び そ の 家 族 の 秘 密 を 保 持

し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

３  こ の 規 程 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 本

会 の 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


